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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】血液が患者に戻される前に、空気を除去または
分離する空気分離機を提供する。
【解決手段】体外血液回路用空気分離器１００は、、少
なくとも１つの流入路９と少なくとも１つの流出路２５
とを有する空気分離室１を備え、中を流れる流体から空
気を分離する。空気分離室は、少なくとも１つの第１の
室断面ＱＫ１を有し、流入路が開口する第１室３と、第
２の室断面ＱＫ２を有し、流出路が出ている少なくとも
１つの第２室５と、を備え、第１室と第２室との間に、
流体を第１室から第２室に流入させ得る接続開口７が設
けられる。さらに、空気分離器を備える外部機能手段、
血液回路および治療装置に関する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
少なくとも１つの空気分離室（１）を備え、中を流れる流体から空気を分離する体外血液
回路用の空気分離器（１００）であって、
前記少なくとも１つの空気分離室（１）が、
前記流体を前記空気分離室（１）に流入させ得る少なくとも１つの流入路（９）と、
前記流体を前記空気分離室（１）から流出させる少なくとも１つの流出路（２５）と、
を備える、空気分離器（１００）。
【請求項２】
前記空気分離室（１）が、
少なくとも１つの第１の室断面（ＱＫ１）を有し、前記流入路（９）が開口する第１室（
３）と、
第２の室断面（ＱＫ２）を有し、前記流出路（２５）が出ている少なくとも１つの第２室
（５）と、
を備え、
前記第１室（３）と前記第２室（５）との間に、前記流体を前記第１室（３）から前記第
２室（５）に流入させ得る接続開口（７）が設けられている、請求項１に記載の空気分離
器（１００）。
【請求項３】
前記第１室（３）が、当該空気分離器（１００）の使用時に前記第２室（５）の上方に配
置されている、請求項１または２に記載の空気分離器（１００）。
【請求項４】
前記空気分離室（１）を換気する少なくとも１つの弁手段（２１）を備える、請求項１～
３のいずれか一項に記載の空気分離器（１００）。
【請求項５】
前記弁手段（２１）が、前記第１室（３）の上側または上部領域（１９）に配置されてい
る、請求項４に記載の空気分離器（１００）。
【請求項６】
前記流入路（９）が、当該空気分離器（１００）の下部領域または前記第１室（３）の下
部領域（１１）に配置されている、請求項１～５のいずれか一項に記載の空気分離器（１
００）。
【請求項７】
前記流体の流入が、前記第１室（３）の少なくとも一側壁（１７、２７）に対して接線方
向に行われる、請求項１～６のいずれか一項に記載の空気分離器（１００）。
【請求項８】
前記流体の流入が、水平位置に対して０度～１５度の角度で行われる、請求項１～７のい
ずれか一項に記載の空気分離器（１００）。
【請求項９】
前記流入路（９）の縦断面が、前記第１室（３）に向かう方向に拡張している、請求項１
～８のいずれか一項に記載の空気分離器（１００）。
【請求項１０】
前記流入路（９）の断面のサイズが間断なく増大している、請求項９に記載の空気分離器
（１００）。
【請求項１１】
前記流入路（９）の縦断面の拡張の角度が０度と１５度との間である、請求項９または１
０に記載の空気分離器（１００）。
【請求項１２】
前記接続開口（７）の流れの断面（Ｑ）が、前記第１室（３）の前記室断面（ＱＫ１）お
よび／または前記第２室（５）の前記室断面（ＱＫ２）より小さい、請求項１～１１のい
ずれか一項に記載の空気分離器（１００）。



(3) JP 2017-140413 A 2017.8.17

10

20

30

40

50

【請求項１３】
前記接続開口（７）が、当該空気分離器（１００）の使用時に前記第１室（３）および／
または前記第２室（５）の中心軸線に対して偏心に配置されている、請求項１～１２のい
ずれか一項に記載の空気分離器（１００）。
【請求項１４】
被覆手段（２７）を備える、請求項１～１３のいずれか一項に記載の空気分離器（１００
）。
【請求項１５】
前記被覆手段（２７）が蓋である、請求項１４に記載の空気分離器（１００）。
【請求項１６】
前記蓋が平坦な形状を有する、請求項１５に記載の空気分離器（１００）。
【請求項１７】
前記蓋が湾曲形状を有する、請求項１５に記載の空気分離器（１００）。
【請求項１８】
前記被覆手段（２７）が膜である、請求項１４に記載の空気分離器（１００）。
【請求項１９】
前記弁手段（２１）が仮想弁として構成されている、請求項４に記載の空気分離器（１０
０）。
【請求項２０】
当該空気分離器（１００）の室内部の条件および／または条件の変化を検出する少なくと
も１つの検出手段を備える、請求項１～１９のいずれか一項に記載の空気分離器（１００
）。
【請求項２１】
前記流出路（２５）が、流動中断の場合に、前記流出路（２５）の下方に存在する空気が
前記第２室（５）および前記第１室（３）を介して当該空気分離器（１００）から放出さ
れ得るように構成されている、請求項１～２０のいずれか一項に記載の空気分離器（１０
０）。
【請求項２２】
前記流体が血液である、請求項１～２１のいずれか一項に記載の空気分離器（１００）。
【請求項２３】
請求項１～２２のいずれか一項に記載の少なくとも１つの空気分離器（１００）を備える
、外部機能手段。
【請求項２４】
前記外部機能手段が血液カセットである、請求項２３に記載の外部機能手段。
【請求項２５】
少なくとも１つの溶着された膜を備えた硬質の射出成形品として構成されている、請求項
２３または２４に記載の外部機能手段。
【請求項２６】
請求項１～２２のいずれか一項に記載の少なくとも１つの空気分離器（１００）、または
、請求項２３～２５のいずれか一項に記載の外部機能手段とを備える、血液回路。
【請求項２７】
請求項１～２２のいずれか一項に記載の少なくとも１つの空気分離器（１００）および／
または請求項２３～２５のいずれか一項に記載の少なくとも１つの外部機能手段および／
または請求項２６に記載の少なくとも１つの血液回路を備える、治療装置。
【請求項２８】
前記外部機能手段および／または当該空気分離器（１００）が、前記治療装置の使用時に
垂直位置に対して傾斜している、請求項２７に記載の治療装置。
【請求項２９】
前記傾斜が－１５度と＋１５度との間である、請求項２８に記載の治療装置。
【請求項３０】
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前記治療装置が血液処理装置として構成されている、請求項２７～２９のいずれか一項に
記載の治療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、請求項１に記載の空気分離器に関する。本発明は、さらに、請求項２３に記載
の外部機能手段、請求項２６に記載の血液回路および請求項２７に記載の治療装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
血液が体外で運ばれる際、空気混入または空気泡を発生させる危険性がある。一般的に、
例えば、血液が患者に戻される前に、血液から空気を除去または分離することが合理的で
あるか、むしろ必要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
この目的に適した空気分離器を提供することが本発明の目的である。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
この目的は、請求項１の特徴を有する空気分離器によって達成される。
【０００５】
以下の説明のすべてにおいて、「でもよい、または備える」という表現の用法は、「であ
る、または好ましくは備える」と同義であると理解されるべきである。
【０００６】
本発明にかかる空気分離器は、この空気分離器の中を流れる流体から空気を分離するのに
適しており、この目的のために少なくとも１つの空気分離室を備える。空気分離器または
空気分離室は静脈血液室であってもよい。
【０００７】
現在使用されている「空気分離室」という表現は、流体を受け入れることおよび流体の気
体成分を分離することの両方に適した室内部を有する室または空間を示す。その受入れは
一時的なものであってもよい。
【０００８】
本発明の文脈上における「空気」という表現は、通常「気体」を意味する。したがって、
空気分離室は、気体分離室であると理解されてもよい。
【０００９】
「流体」という表現は、好ましくは、「液体」または液体混合物と理解されるべきである
が、これに限定されない。本発明に従って、他の流体がこの表現に包含されてもよい。流
体には、気体成分、特に、空気分離器内で分離される必要がある成分が含まれてもよい。
【００１０】
一般に、限定されるものではないが、流体には、医療用液体、例えば血液などの液体、空
気などの気体、乳濁液、懸濁液、分散系など、およびこれらの混合物が含まれる。
【００１１】
本発明に従って、空気分離室は、流体または流体流れを空気分離室に流入させ得る少なく
とも１つの流入路と、流体または流体流れを空気分離室から流出させ得る少なくとも１つ
の流出路とを備える。
【００１２】
現在使用されている「流入路」という表現は、通路、導管などを示す。流入路は、閉じた
断面、一部閉じた断面またはその両方を備えてもよい。流入路は、閉じた構造であっても
、一部開いた構造であっても、その両方であってもよい。
【００１３】
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同じことが流出路に当てはまる。
【００１４】
本発明の有利な実施形態または展開は、各従属請求項の主題である。
【００１５】
本発明の好ましい実施形態では、空気分離室は、第１の室断面を有し、流入路が開口する
少なくとも１つの第１室と、第２の室断面を有し、流出路が出る少なくとも１つの第２室
とに細分されているか、またはそのような第１室と第２室を備える。
【００１６】
現在使用されている「室断面」という表現は、特に、第１室または第２室の各室の長さ方
向の断面、すなわち、周囲の寸法を示す。
【００１７】
周囲は丸くても、丸くなくてもよい。周囲は閉じていても、開いていてもよい。
【００１８】
室の「長さ方向」とは、好ましくは、空気分離器または本発明にかかる空気分離器を備え
た治療装置の使用時の水平方向の広がりを意味する。
【００１９】
しかしながら、室断面は、第１室または第２室の各室の幅方向に沿う断面を意味すること
もある。
【００２０】
室断面は、室の無作為に選択された断面であってもよい。室断面は、必ずしもそうである
必要はないが、各室の最大室断面であってもよい。同様に、室断面は、最小室断面であっ
てもよい。室断面は、第１室または第２室それぞれの特定の位置における断面、例えば、
各室の中心点または重心を通る断面であってもよい。室断面は、さらに、水平面、特に空
気分離器の使用位置における水平面で決定されてもよい。室断面は、接続開口の開口面ま
たは主要広がり面と平行な面で決定されてもよい。
【００２１】
第１室と第２室との間に、流体を第１室から第２室に流入させ得る少なくとも１つの接続
開口が好ましくは設けられている。室断面は、接続開口を通過する際の流体の主要な流れ
の方向に垂直であってもよい。
【００２２】
現在使用されている「接続開口」という表現は、流体用の開口、連絡路または通路を示す
。
【００２３】
空気分離室が、接続開口によって第１室と第２室とに細分されてもよい。
【００２４】
接続開口が、減少する断面を有してもよい。接続開口（細まり）は、上（第１）室内の回
転流を下（第２）室内のほぼ非回転の流れから実質的に分断する。
【００２５】
第１室と第２室は、単方向または双方向の流体連通状態である。したがって、流体もしく
は流体流れまたはその一部もしくは部分流が、必要ならば、第２室から第１室に流入また
は還流することができる。
【００２６】
空気の分離は、空気分離室の第１室および／または第２室で行うことができる。
【００２７】
例えば、空気は第１室の上側で分離することができる。空気は、追加的にまたはその代わ
りに、第２室で、例えば、第２室の上側、上部領域、流れのニッチなどで分離することが
できる。
【００２８】
現在使用されている「上側」という表現は、本発明にかかる空気分離器の構成要素の方向
、配置または位置のさらなる指定、例えば「下側」と同様に、一般的に好ましい態様では
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、本発明にかかる空気分離器の使用、例えば、治療装置内での使用時における空気分離器
の位置または配置に関する。
【００２９】
使用時または使用の間、空気分離器は、好ましくは、流体が空気分離器に（必ずしもその
室にまででなくてもよい）垂直方向に、好ましくは空気分離室の主要な広がりに対して垂
直方向に流入するように配置されている。
【００３０】
しかしながら、本発明は、これに限定されず、代替例として、空気分離器がその使用時に
水平方向に配置されてもよい。
【００３１】
本明細書および特許請求の範囲で使用される「垂直な」および「水平な」という表現は、
好ましくは、地球の中心を基準とする。
【００３２】
あるいは、使用時、空気分離器は、垂直線または水平線に対して任意の角度または任意の
傾きに配置されてもよい。使用時の空気分離器の配置は、添付の図面に示す空気分離器の
配置または向きと一致しない場合が多いか、または完全には一致しない。簡単にするため
、方向表現（「垂直な」および／または「水平な」）は、以下、図面で表された空気分離
器の配置に関するものとする。それに対応して、「地球の中心に対して垂直方向に」とい
う表現を理解するためには、使用時の空気分離器の傾斜に起因するずれがあり得ることが
考慮されるべきである。同じことが、特許請求の範囲で選択された表現にも当てはまる。
【００３３】
本発明の好ましい実施形態では、第１室が、空気分離器の使用時に第２室の上方に配置さ
れている。そのような配置は、例えば図１に示されている。
【００３４】
第１室または第１室によって限定された空間は、この場合、全体が第２室または第２室に
よって限定された空間の上方にそれぞれ配置されてもよい。しかしながら、本発明には、
第２室の大部分の上方に配置される第１室の大部分も含まれる。本発明には、さらに、接
続開口に通じる第１室の部分が接続開口と隣接する第２室の部分の上方に配置されること
も含まれる。
【００３５】
本発明の別の好ましい実施形態では、空気分離器が、空気分離室を換気、すなわち、通常
は脱気するのに適した少なくとも１つの弁手段を備える。
【００３６】
「弁手段」は、例えば、換気フラップや、エアブリード弁や、圧力リリーフ弁、排気弁、
閉止弁などの圧力弁であってもよい。より十分な空気抜きのために、弁手段が、例えばベ
ンチューリノズルなどの吸引手段を備えてもよい。
【００３７】
弁手段により、分離された空気を空気分離器の外部に導くことができる。分離された空気
は、例えば、大気に放出することができる。
【００３８】
弁手段は、第１室の上側または上部領域に配置されてもよい。弁手段は、本発明にかかる
空気分離器または空気分離室の第１室の最高点または最高位置に配置されてもよい。
【００３９】
空気、特に、第１室の上側または上部領域で分離されたか、そこに集められた空気は、空
気分離室から弁手段を介して直接または間接に放出または除去することができる。
【００４０】
流体が第１室から接続開口を経て流入した後に第２室で分離された空気および／または第
２室に存在する空気は、接続開口を経て第１室に戻すことができる。その空気は、空気分
離室から上述の弁手段または必要に応じて追加的に設けられ得る別の弁手段を介して同様
に放出することができる。
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【００４１】
本発明のさらに好ましい実施形態では、流入路が、空気分離器の下部領域または第１室の
下部領域に配置されている。
【００４２】
流入路または流込みの配置または位置は、第１室内の流体レベルより下方への流体の流入
または流込みが、有利には、第１室の低いまたは最小限の充填レベルでも保証されるよう
に選択されてもよい。これにより、流体の空気抜きまたは脱気にさらに貢献することがで
きる。
【００４３】
本発明の別の好ましい実施形態では、流体が、第１室の少なくとも一側壁に対して接線状
に流入する。
【００４４】
第１室の「側壁」または「壁」とは、第１室の側方の限界を示す。第１室は、好ましくは
、６つの壁を備え、その１つは本発明にかかる空気分離器の使用時における上側、別の１
つは下側と理解される必要がある。残るそれぞれの壁が、現在「側壁」と呼ばれている。
【００４５】
第１室の側壁のそれぞれは、残りの側壁の向きとは無関係に、本発明にかかる空気分離器
の使用時に垂直方向に配置されてもよい。各側壁は、ほぼ垂直方向に配置されても、完全
に垂直方向に配置されてもよい。
【００４６】
第１室の壁は、本発明にかかる空気分離器の、例えば外部機能手段内での使用時における
、傾斜に適合されてもよい。壁は、例えば、有利には、空気分離室内を流れる流体の流動
学的に最適化された接触面積に相当するように、適切に丸い形状を付与されてもよい。最
適化は、内部を流れる流体の適切な回転を達成させることに依ってもよい。回転は、空気
抜きまたは脱気を促進し、および／または各室内部に存在する流体と空気の混合を防止も
しくは妨害するという点で特徴づけることができる。
【００４７】
「接線状の」、「接線状の流入」または「接線状の流込み」という表現は、流体の第１室
の側壁に対する接線方向の流入または流込みを示す場合がある。
【００４８】
流体は、流入口または流入路（図１の左側）を経て第１室に側方から導入することができ
る。流体は、続いて、第１室の側壁に対して横方向に接線状に広がることができる。
【００４９】
横方向の接線状の流入は、空気分離器の室、例えば第１室内に流体のほぼまたは完全に安
定した回転流を有する領域を発生させることができる。
【００５０】
流体の流入または流込みが、水平位置に対して、添付の図面で表される空気分離器の配置
に対して０度から１５度の角度で、したがって、例えば、わずかに上向きに行われてもよ
い。しかしながら、下向きに行われてもよい。
【００５１】
本発明において特定される範囲は、この場合および以下において、通常、値のすべてを含
む範囲と理解されるべきである。したがって、境界範囲または境界値は、各値の範囲に含
まれているものと常に理解されるべきである。指示範囲は、明確にいかなる中間値も含む
。
【００５２】
別の好ましい実施形態では、流入路の縦断面または横断面が、空気分離室、特に第１室に
向かう方向に拡張している。
【００５３】
例示の配置を添付の図１に示す。
【００５４】
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流入路の縦断面または横断面が、間断なくまたは継続的に拡張してもよい。しかしながら
、縦断面または横断面は、区間ごとまたは段階ごとに、すなわち、例えば不連続段階で拡
張してもよい。
【００５５】
本発明の別の好ましい実施形態では、流入路の非拡張部分の縦断面に対する流入路の縦断
面の拡張の角度が、流入路の少なくとも１つの長手方向壁（例えば、上部または底部）に
おいて０度と１５度（含めて）の間であってもよい。流入路の拡張または拡張部分は、デ
ィフューザの形状を有してもよい。
【００５６】
別の好ましい実施形態では、接続開口の流れの断面または流体が通過する接続開口の断面
が、第１室および／または第２室の室断面より小さい。
【００５７】
現在使用されている「流れの断面」という表現は、流体の主要な流れの方向に対してほぼ
垂直に延びる接続開口の断面を示す。
【００５８】
上記の室断面の定義と同様に、接続開口の流れの断面は、接続開口の、流体流れの方向に
対して垂直な最大断面、最小断面または他の断面であってもよい。
【００５９】
現在使用されている「より小さい」という表現は、接続開口の流れの断面が、第１室およ
び／または第２室の室断面よりも、すなわち、少なくとも１つの寸法（奥行、幅など）に
おいておよび／または断面積に対してかなり小さいことを意味する。「断面」という表現
とその複合語は、ともに面積、間隔または距離をそれぞれ示す場合がある。
【００６０】
流れの断面は、例えば、室断面の大きさの半分であってもよい。
【００６１】
本発明の別の好ましい実施形態では、接続開口は、空気分離器の使用時に垂直方向に配置
されている第１室および／または第２室の中心軸線に対して偏心に配置されている。
【００６２】
「垂直方向の中心軸線」という表現は、この場合および以下において、添付の図面に表さ
れる外部機能手段の「アップセット」配置を基準とする。このことは、外部機能手段が傾
いた、または傾斜した（例えば、１５度まで）状態で（例えば、治療装置に）搭載される
場合には、もはや当てはまらない。
【００６３】
そのような「偏心の」配置とは、例えば、空気分離器と接続開口の両中心軸線および／ま
たは第１室と接続開口の両中心軸線および／または第２室と接続開口の両中心軸線が一致
していないと言ってもよい。
【００６４】
接続開口の偏心の配置はまた、接続開口の中心軸線が、例えば回転対称の第１室および／
もしくは第２室ならびに／または回転対称の空気分離器の回転軸線から偏って配置されて
いるものと定義されてもよい。
【００６５】
第１室と第２室との間の接続開口の流れの断面が第２室の室断面より小さいとき、第１室
から接続開口を経て第２室に流れ込む流体の流れまたは流速を減速させることができる。
【００６６】
第２室は、例えば、流体流れの静穏化領域に相当することができる。場合により、そのよ
うな静穏化領域では、流体の回転流がほぼ存在しないか、全く存在しない。
【００６７】
そのような流体の第１室から接続開口を経た第２室への減速された流入は、有利には、第
２室内での空気泡の分離に貢献することができる。
【００６８】
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例えば、第１室内で流体または流体流れから分離されなかった空気泡を第２室で分離する
ことができる。
【００６９】
気泡は、例えば、第２室の上側または上部領域に集まることができる。
【００７０】
気泡は、接続開口を経て第１室に還流することができる。空気分離器が使用時に縦向きで
ある場合、気泡は、第２室から第１室に上昇することができる。
【００７１】
第１室に還流または上昇したそのような空気は、第１室の上側または上部領域に集まるこ
とができる。そのような空気は、空気分離器から弁手段を介して排出することができる。
【００７２】
本発明にかかる空気分離器がハウジングを備えてもよい。
【００７３】
例えば、空気分離室がハウジングとして構成されてもよい。空気分離室が、第１室と第２
室を備えるハウジングから形成されてもよい。
【００７４】
現在使用されている「ハウジング」という表現は、特に空気分離室の上側、下側および少
なくとも２つの側壁によって形成されたベース体として理解されるべきである。
【００７５】
例えば、空気分離器のハウジングは、第１室と第２室に細分されたベース体を有してもよ
い。
【００７６】
本発明の好ましい実施形態では、空気分離器は、被覆手段を備える。
【００７７】
現在使用されている「被覆手段」という表現は、ベース体、すなわち、空気分離室または
空気分離器の内部または内部空間を保護または被覆する手段を示す。
【００７８】
被覆手段は、空気分離器または空気分離室の内部または内部空間を外部に対して閉鎖およ
び／または封止してもよい。被覆手段は、空気分離器の内部を外部に対して流体密封に封
止してもよい。必要ならば、被覆手段が、空気分離器の内部を外部に対して気密に封止し
てもよい。
【００７９】
「空気分離器の外部」という表現は、大気であると理解されてもよい。同様に、空気分離
器の外側のあらゆる空間、例えば、治療装置または本発明にかかる空気分離器が挿入され
ている血液カセットなどの外部機能手段の内部または内部空間であると理解されてもよい
。
【００８０】
被覆手段は、空気分離室の側壁の少なくとも一部分にまたはその上に設けられてもよい。
被覆手段は、空気分離室の側壁を形成してもよい。
【００８１】
被覆手段は、別個の構成要素として構成されてもよい。被覆手段は、ベース体に留め付け
られてもよい。
【００８２】
被覆手段は、蓋であってもよい。
【００８３】
「蓋」は、不変形および／または相対的に剛性の被覆手段であってもよい。蓋は、例えば
、その一辺が空気分離室とまたは空気分離室で留め付けられてもよい。蓋を開いて空気分
離室の側壁または空気分離室のベース体から持ち上げることにより、蓋は、空気分離室の
内部へのアクセスを可能にすることができる。
【００８４】
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蓋は、好ましくは、平坦な、すなわち、例えばほぼ平面の形状を有してもよい。蓋は、湾
曲した、または起伏のある形状を有してもよい。
【００８５】
蓋は、膜であってもよい。
【００８６】
蓋以外に、「膜」は、例えば、可撓性もしくはしなやかなおよび／または弾力性のある被
覆手段であってもよい。
【００８７】
膜は、膜を介した空気分離器内部へのアクセスを可能にしてもよい。
【００８８】
膜が空気分離室の側壁に被覆手段として設けられている本発明の好ましい実施形態では、
弁手段が、換気用に、例えば仮想弁として構成されてもよい。
【００８９】
現在使用されている「仮想弁」という表現は、弁の機能を果たすアクタ（ａｃｔｏｒ）（
この場合、例えば、アクタ膜）が達するアクタ面を有する要素を示す。
【００９０】
アクタ膜は、力が、例えば圧力として加えられることによって、一方向に移動、拡張、湾
曲などが可能である。その移動または拡張の結果、アクタ膜は、封止手段、例えばバーな
どの要素に接触したり、その要素から離れたりすることができる。これにより、アクタ膜
は、例えば、封止効果を引き起こしたり、高めたり、終わらせたり、低下させたりするこ
とができる。
【００９１】
アクタ膜に作用する力が取り除かれると、アクタ膜は、例えば基本位置、例えば非湾曲状
態に復帰することができる。
【００９２】
そのような仮想弁は、例えば、本発明の出願人によって２００９年３月１０日に独国特許
商標庁に出願され、「Ａｂｄｉｃｈｔｕｎｇｓｅｉｎｒｉｃｈｔｕｎｇｚｕｍ Ａｂｄｉ
ｃｈｔｅｎ ｅｉｎｅｓ Ｖｏｌｕｍｅｎｓ ｅｉｎｅｒ ｍｅｄｉｚｉｎｉｓｃｈｅｎ Ｂ
ｅｈａｎｄｌｕｎｇｓａｎｏｒｄｎｕｎｇ ｇｅｇｅｎ ｅｉｎｗｅｉｔｅｒｅｓ Ｖｏｌ
ｕｍｅｎ ｓｏｗｉｅ Ａｎｏｒｄｎｕｎｇ ｕｎｄ Ｖｅｒｆａｈｒｅｎ（医療装置の容積
を別の容積に対して封止する封止手段、装置および方法）」の名称を有し、関連する開示
が参照により本明細書にすべて組み込まれている特許出願１０２００９０１２６３２．５
（代理人整理番号ＦＭ１９Ａ２５）に記載されている。
【００９３】
本発明の別の好ましい実施形態では、空気分離器は、空気分離器の室内部の条件および／
または条件の変化を検出する少なくとも１つの検出手段を備えてもよい。
【００９４】
現在使用されている「検出手段」という表現は、値または測定データを検出および／また
は測定、検知、記録などするのに適した手段を示す。
【００９５】
そのような検出手段は、センサやプローブなどであってもよい。
【００９６】
空気分離器の室内部の条件および／または条件の変化の検出は、例えば、室内部の条件お
よび／または条件の変化を記述するのに適した少なくとも１つのパラメータまたは少なく
とも１つの状態変数を測定することによって行われてもよい。
【００９７】
例えば、検出手段は、空気分離室の充填レベル、空気分離室内部の圧力、空気分離室内部
の温度などを検出または測定することに用いられてもよい。
【００９８】
被覆手段が膜である場合、空気分離器の室内部の条件または条件の変化の検出または測定
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は、例えば、被覆手段を介して行われてもよい。これにより、有利には、本発明にかかる
空気分離器内部の条件または条件の変化の非侵襲的な測定または検出が可能になる。
【００９９】
この目的のため、膜が、適切な膜厚、特に十分に薄い膜厚を有してもよい。
【０１００】
別の好ましい実施形態では、流出路は、流動中断の場合に、流出路の下方に存在する空気
が空気分離器の第２または下室および第１または上室を介して放出され得るように構成さ
れている。
【０１０１】
空気分離器の一部分もしくは一領域から、第２室の下部領域から、または第２室より下方
の領域からの空気または空気泡の排出が、流出路の適切な配置および／または形状によっ
て促進されてもよい。
【０１０２】
例えば、流出路の縦断面もしくは横断面および／または流出路の曲率が適切に選択されて
もよい。
【０１０３】
流出路の好ましい配置または形状の一例を図１に示す。
【０１０４】
本発明にかかる空気分離器は、単一部品として製造されてもよい。空気分離器は、外部機
能手段の一部として製造されてもよく、必要ならば、挿入用に、または不可分もしくは一
体の構成要素として設計されてもよい。例えば、空気分離器が射出成形によって製造され
てもよい。
【０１０５】
本発明の目的は、請求項２３に記載の本発明の外部機能手段によっても同様に達成される
。本発明にかかる空気分離器の利点のすべては、本発明の外部機能手段の場合にも減少す
ることなく得ることができる。
【０１０６】
本発明の外部機能手段は、本発明にかかる少なくとも１つの空気分離器を備える。
【０１０７】
「外部機能手段」は、使い捨ての構成要素や使い捨て品であってもよい。「外部機能手段
」は、プラスチック材料からなってもよい。
【０１０８】
外部機能手段、すなわちその硬質部分が、射出成形、射出吹込み成形、深絞りなどによっ
て製造されてもよい。
【０１０９】
本発明の外部機能手段は、処理方法に使用されることを対象としてもよい。本発明の意味
の範囲内における処理方法には、医療または医療技術的処理方法、および実験技術におけ
る処理方法が含まれる。
【０１１０】
好ましい実施形態では、本発明の外部機能手段が血液カセットとして構成されている。
【０１１１】
本発明の意味の範囲内における血液カセットは、例えば、本発明の出願人によって２００
９年４月２３日に独国特許商標庁に出願された出願１０２００９０１８６６４．６または
６月１０日に出願された出願１０２００９０２４４６８．９であって、それぞれ「Ｅｘｔ
ｅｒｎｅＦｕｎｋｔｉｏｎｓｅｉｎｒｉｃｈｔｕｎｇ，Ｂｌｕｔｂｅｈａｎｄｌｕｎｇｓ
ｖｏｒｒｉｃｈｔｕｎｇ ｚｕｍ Ａｕｆｎｅｈｍｅｎ ｅｉｎｅｒ ｅｒｆｉｎｄｕｎｇｓ
ｇｅｍａｓｓｅｎｅｘｔｅｒｎｅｎ Ｆｕｎｋｔｉｏｎｓｅｉｎｒｉｃｈｔｕｎｇ，ｓｏ
ｗｉｅ Ｖｅｒｆａｈｒｅｎ（外部機能手段、本発明にかかる外部機能手段を受け入れる
血液処理装置および方法）」の名称を有し、その開示が参照により本明細書にすべて組み
込まれている出願に記載されている。
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【０１１２】
別の好ましい実施形態では、外部機能手段が、溶着された膜を備えた硬質の射出成形品と
して構成されている。
【０１１３】
本発明の目的は、請求項２６に記載の本発明の血液回路によっても同様に達成される。本
発明にかかる空気分離器の利点のすべては、本発明にかかる血液回路の場合にも減少する
ことなく得ることができる。
【０１１４】
本発明にかかる血液回路は、本発明にかかる少なくとも１つの空気分離器を備え、および
／または本発明にかかる少なくとも１つの外部機能手段に接続されている。
【０１１５】
現在使用されている「血液回路」という表現は、血液を体外で導くチューブ系を示しても
よい。
【０１１６】
外部機能手段と血液回路の両方は、治療装置内または治療装置上での使用に向けられても
よい。
【０１１７】
本発明の目的は、請求項２７に記載の本発明の治療装置によっても達成される。本発明に
かかる空気分離器の利点のすべては、同様に、本発明の治療装置の場合にも減少すること
なく得ることができる。
【０１１８】
本発明の治療装置は、本発明にかかる少なくとも１つの空気分離器および／または本発明
にかかる少なくとも１つの外部機能手段および／または本発明にかかる少なくとも１つの
血液回路を備える。
【０１１９】
本発明の好ましい実施形態では、空気分離器または外部機能手段が、使用時に垂直位置に
対して傾斜してもよい。そのような傾斜時であっても、有利には、流体から除去された空
気を換気に適した領域、例えば、対応する室の上側の弁手段の領域に集めることが可能で
ある。これにより、空気抜きが促進され、空気分離器のよりロバストな動作に貢献するこ
とができる。
【０１２０】
そのような「傾斜角度」は、例えば、－１５度と＋１５度の間であってもよく、そこには
、各中間値と境界値が含まれる。
【０１２１】
本発明の好ましい実施形態では、治療装置は、血液透析、血液濾過、血液透析濾過など、
透析治療を行うための透析装置などの血液処理装置である。
【０１２２】
本発明は、現在、体外で流れる血液から空気を分離する装置として記載されている。しか
しながら、本発明は、明らかに、これに限定されることを意図しない。いかなる流体、特
に液体からのいかなる気体の除去も、本明細書に明記されているものとして本発明に同様
に包含される。したがって、本発明の用途は、医療用途または体外血液回路内での利用に
限定されない。
【０１２３】
本空気分離器は、空気分離器内を流れる流体から空気または他の気体を分離または除去す
るのに適している。これにより、空気分離器は、例えば、有利には、体外で流れる血液中
に同伴されるか、浮遊している空気泡を分離するために、体外血液回路内部で利用するこ
とができる。これにより、有利には、血液を患者に戻す際に空気泡の患者の血液循環への
注入を防止することが可能である。
【０１２４】
本発明にかかる血液分離室は、最小限の量の分離された空気を、例えば、第１室の上部領
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域に貯めるように設けられてもよい。弁手段を使用することにより、有利には、空気をい
つでも、例えば、空気分離室への流体充填中および／またはすでに流体が充填された空気
分離室からほぼ完全に除去することができる。これにより、有利には、体外血液回路の円
滑な、および／またはほぼ完全に空気のない動作を保証することができる。これにより、
有利には、血液を戻す際に体外血液回路内部に存在する空気を患者に注入する危険性を低
下させるか、防止することさえできる。
【０１２５】
流体流れからの空気の分離は、有利には、本発明にかかる空気分離器を使用することによ
って最適化することができる。このことは、一方では、空気分離器を流体のほぼまたは完
全に安定した回転流を含む領域を有する第１室と流体流れの静穏化領域を有する第２室と
に細分することによって、促進することができる。
【０１２６】
第１室の流体の回転流は、例えば、空気分離室の一側壁または複数の側壁に向かう流体の
接線状の流入または流込みによって得ることができる。これにより、有利には、流体が第
１室に入る際に空気を分離することができる。
【０１２７】
第１室の上側での空気の分離は、有利には、流入路を第１室の下部領域に配置することに
よって促進することができる。これにより、有利には、空気を第１室の上部領域への流入
時にすでに集めることができ、直接その室から弁手段を介して除去することができる。
【０１２８】
第１室の上側での空気の分離は、流入路を空気分離室に向かうにつれて拡張させることに
よってさらに最適化することができる。この拡張により、有利には、空気泡が浸入流体か
ら室の上部領域まで上昇して、そこに集まるようにして流体の流入量を低減させることが
できる。
【０１２９】
特に、接続開口を第１室と第２室との間に偏心に配置することにより、有利には、第１室
に生じる流入流体の回転流の渦のコアが第１室の下部領域内および／または下壁もしくは
下側で終わることを達成することができる。これにより、有利には、第１室内の流体の渦
、渦流または回転流を安定化させることができるとともに、渦のコアから下方への、すな
わち、第２室内への空気泡の流れを低減させるか、完全に防止することさえできる。
【０１３０】
接続開口の流れの断面の形状ならびに／または本発明にかかる流出路の形状および／もし
くは配置のために、さらに有利には、流体の浸入時にまだ分離されていなかった空気を第
２室および／または第２室の下方から除去することが可能になる。
【０１３１】
本発明にかかる空気分離器を用いると、それにより、有利には、血液または流体からの空
気の効率的な分離を達成することが可能である。
【０１３２】
本発明にかかる空気分離器のベース体は、血液カセットなどの外部機能手段の一部として
構成することができるので、例えば血液処理装置内に傾斜状に搭載された場合でも、空気
が対応する室、例えば第１室の上部領域、特に弁手段の領域に確実に集まるようにするこ
とができる。これにより、使用時に傾斜して配置された空気分離器からでさえも、血液の
ほぼ完全な取り出しを保証することができる。
【０１３３】
以下、本発明を添付の図面を参照することによって説明する。図面では、同一の参照番号
は同様または同一の要素を示す。
【図面の簡単な説明】
【０１３４】
【図１】第１の実施形態にかかる本発明の空気分離器の前面図、すなわち、前方からの図
を示す。
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【図２】第１の実施形態にかかる空気分離器の縦断面図を示す。
【図３】平坦な被覆手段を備える、図２の空気分離器の断面図を示す。
【図４】湾曲した被覆手段を備える、本発明の空気分離器の考え得る断面図を示す。
【図５】前面に被覆手段が設けられた、好ましい実施形態にかかる本発明の機能手段の側
面図を示す。
【図６】破壊的に切開された後に開かれた被覆手段を有する、図５の外部機能手段を示す
。
【図７】後面から見た図５および図６の外部機能手段を示す。
【図８】本発明にかかる空気分離器のさらなる実施形態を概略的に単純化された図で示す
。
【発明を実施するための形態】
【０１３５】
図１は、本発明にかかる空気分離器の前面図を示す。
【０１３６】
空気分離器１００は、第１室３と第２室５とに細分される空気分離室１を備える。空気分
離器１００は、この場合、例示的に静脈血液室として構成されている。
【０１３７】
図１において、第１室３は第２室５の上方に配置されている。この配置は、本発明にかか
る空気分離器の通常の用法に対応することができる。そのような配置では、したがって、
第１の室３を同意語として上室と呼び、第２室５を下室と呼ぶことができる。
【０１３８】
第１室３と第２室５との間には、接続開口７が配置されている。接続開口７は、第２室５
よりも小さい流れの断面Ｑを有する。
【０１３９】
流入路９が、第１室３と流体連通しており、流体の第１室３への流入を可能にしている。
【０１４０】
図１に示すように、流入路９は、第１室３の下部領域１１に設けられている。
【０１４１】
流入路９は拡張１３を備える。拡張１３の縦断面は、流入路９の非拡張領域１５における
縦断面よりも広い部分を有する。
【０１４２】
使用時、流体は、流入路９を経て第１室３に流入する。図１に例示的に示す配置の場合、
流体の第１室３への流入または流込みは、特に図３および図４でも見えるように、側壁１
７に対して接線状に行われる。
【０１４３】
流体は、第１室３の上側または上部領域１９に向かう方向に流れる。
【０１４４】
流体に含まれる空気は、第１室３内、特に第１室３の上部領域１９で分離され、第１室３
から弁手段２１を介して除去することができる。
【０１４５】
流体は、第１室３から接続開口７を経て第２室５に流入する。第２室５の室断面と比較し
て減少している接続開口７の断面のために、すなわち、第２室５と比較して通路開口の断
面が小さいか、直径が小さいか、面積が小さいために、流体が第２室５に入る際に流体の
流量が低減されている。
【０１４６】
流体の第１室３への流入時に分離されなかった空気は、第２室５の上部領域２３で分離す
ることができる。その空気は、弁手段２１を使って第１室３から除去するために、第１室
３を経て第１室３の上部領域１９に導かれるか、上昇することができる。
【０１４７】
第２室５は流出路２５に接続されている。
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【０１４８】
流出路２５は、好ましくは、第１室３または第２室５において分離されなかった空気が、
流動中断の場合に、流出路２５を介して第２室５内へ、そしてそこから接続開口７を経て
第１室３またはその上部領域１９に排出されるように構成されている。その場所から、空
気を第１室３外へ除去することができる。
【０１４９】
図２は、本発明にかかる空気分離器１００の側面図を図１に記入された線Ｓ１－Ｓ１に沿
う図１の空気分離器の縦断面の形で示す。
【０１５０】
図２の説明図では、接続開口７が第１室３と第２室５との間に偏心に配置されていること
がよく分かる。また、接続開口７は、第１室３の流れの断面ＱＫ１と比較して小さい流れ
の断面Ｑを有する。さらに、接続開口７は、第２室の流れの断面ＱＫ２と比較して小さい
流れの断面を有する。
【０１５１】
空気分離器１００は、片側（図２の左側）に被覆手段２７を備える。
【０１５２】
図３は、本発明にかかる空気分離器１００の、図１に線Ｓ２－Ｓ２として示す空気分離器
１００の水平線に沿う断面を示す。
【０１５３】
この断面は、図３に示す説明図を見る者が空気分離器１００を上方から見た、すなわち、
空気分離器１００の上側を見た場合の第１室３の図を示す。
【０１５４】
図３には、流体の流入路９から第１室３への接線状の流入または流込みが、部分円の形で
反時計方向に延びる矢印によって示されている。
【０１５５】
被覆手段２７は平坦な形状を有する。
【０１５６】
図４も、同様に、本発明にかかる空気分離器１００の断面を示す。
【０１５７】
図３と図４の説明は、被覆手段２７が図４では湾曲形状を有することを除いて、ほぼ一致
する。
【０１５８】
図５は、本発明にかかる外部機能手段の側面図を示し、外部機能手段には、図５を見る者
によって見られる表面に被覆手段２７が設けられている。
【０１５９】
外部機能手段は、この場合、例示的に、室、通路、弁などを有する血液処理カセット１０
００として構成されている。被覆手段２７は、血液処理カセット１０００の前面を被覆し
ている。被覆手段２７は、例示的に膜として実現されている。
【０１６０】
血液処理カセット１０００は、少なくとも図５に示す前面で、血液処理装置（図５に図示
せず）に連結されてもよい。
【０１６１】
血液処理カセット１０００は、本発明にかかる空気分離器１００を備える。
【０１６２】
空気分離器１００は、接続開口７によって互いに隔てられた第１室３と第２室５を備える
。
【０１６３】
第１室３は流入路９に接続され、第２室５は流出路２５に接続されている。
【０１６４】
図６は、被覆手段２７が血液処理カセット１０００の上下端で破壊的に切り開かれて右側
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に折り開かれている一方、血液処理カセット１０００の左側の縁で目に見える状態の図５
の血液処理カセット１０００を示す。
【０１６５】
図６は、膜を切り開いた後により詳細に見えるようになった血液処理カセット１０００内
部の要素を示している。
【０１６６】
繰返しを避けるため、図５の説明において上述された個々の要素の形状に対して参照がな
される。
【０１６７】
図７は、血液処理カセット１０００を後面から示す。血液処理カセット１０００が血液処
理装置に連結されているとき、血液処理カセット１０００を取り外すための血液処理装置
の扉を開く見る者が、この後面を見ることになる。
【０１６８】
血液処理カセット１０００のさらなる詳細に関しては、その血液処理カセットを対象とす
る上述の名称の出願における詳細な説明に対して参照がなされ、これにより、その内容は
本明細書にすべて組み込まれている。
【０１６９】
図８は、本発明にかかる空気分離器１００のさらなる実施形態を概略的に単純化された図
で示す。
【０１７０】
図８から分かるように、本発明にかかる空気分離器１００は、本発明にかかる空気分離器
１００の内壁および／または外壁の凹部１３３、絞り、傾斜変型、縮小または非対称を備
える。図８では、凹部１３３は、本発明にかかる空気分離器１００の右縁でかつ前面に示
されている。
【０１７１】
凹部１３３は、少なくとも、供給ラインに面する側に存在することができる。
【０１７２】
凹部１３３は、静脈室の剛性部分の周面の一区間または全周面に存在することができる。
【０１７３】
血液カセット１０００の使用位置では、凹部１３３をほぼ水平方向に配置することができ
る。
【０１７４】
いくつかの実施形態では、凹部１３３は、本発明にかかる空気分離器１００の周面および
／もしくは一区間の直径または壁の変型に相当するか、それを備えることができる。
【０１７５】
一部の実施形態では、凹部１３３は第１室３に限定することができる。
【０１７６】
一部の実施形態では、（血液処理カセット１０００の図８における図示または使用時の血
液処理カセット１０００の配置の図示に関する）水平断面については、凹部１３３は、本
発明にかかる空気分離器１００の（凹部１３３の高さにおける）非円形の直径を意味する
か、含むことができる。
【０１７７】
いくつかの実施形態では、凹部１３３は、図８の図示と上下方向で比較して本発明にかか
る空気分離器１００を結果的として非対称の形状にすることができる。
【０１７８】
本発明にかかる空気分離器の断面全体に沿って部分的または完全に延びることのできる凹
部１３３は、驚くべきことに、結果として、本発明にかかる空気分離器１００内部のフロ
ッシングまたは発泡をそれぞれ低減させた。
【０１７９】
静脈血液室とも呼ぶことができる本発明にかかる空気分離器１００の形状の最適化が、必
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、本発明のいくつかの実施形態では、処理開始前に換気、プライミングまたはすすぎの向
上を達成することができる。さらに、本発明にかかる一部の実施形態では、殺菌時の蒸気
流の向上を達成することができる。さらに、本発明にかかるいくつかの実施形態では、結
果として既知の利点をもたらす、渦巻水の空間または領域の削減を達成することができる
。
【符号の説明】
【０１８０】
１００ 空気分離器
１０００ 血液処理カセット
１ 空気分離室
３ 第１室
５ 第２室
７ 接続開口
９ 流入路
１１ 上室の下部領域
１３ 流入路の拡張
１５ 流入路の非拡張領域
１７ 第１室の側壁
１９ 第１室の上部領域
２１ 弁手段
２３ 第２室の上部領域
２５ 流出路
２７ 被覆手段
１３３ 凹部
Ｑ 接続開口の流れの断面
ＱＫ１ 第１室の室断面
ＱＫ２ 第２室の室断面
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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月19日(2017.4.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの空気分離室（１）を備える外部機能手段であって、前記外部機能手段
は、血液カセットおよび空気分離器（１００）であり、前記空気分離器（１００）は、中
を流れる流体から空気を分離する体外血液回路用の空気分離器（１００）であって、
　前記少なくとも１つの空気分離室（１）が、
　前記流体を前記空気分離室（１）に流入させ得る少なくとも１つの流入路（９）と、
　前記流体を前記空気分離室（１）から流出させる少なくとも１つの流出路（２５）と、
　少なくとも１つの第１の室断面（ＱＫ１）を有し、前記流入路（９）が開口する第１室
（３）と、
　第２の室断面（ＱＫ２）を有し、前記流出路（２５）が出ている少なくとも１つの第２
室（５）と、
を備え、
　前記第１室（３）と前記第２室（５）との間に、前記流体を前記第１室（３）から前記
第２室（５）に流入させ得る少なくとも接続開口（７）が設けられ、
　前記第１室（３）と前記第２室（５）との間に、前記流体を前記第１室（３）から前記
第２室（５）に流入させ得る接続開口（７）が設けられており、前記空気分離器（１００
）が、前記空気分離室（１）を換気する少なくとも１つの弁手段（２１）を備える、外部
機能手段。
【請求項２】
　前記第１室（３）が、当該空気分離器（１００）の使用時に前記第２室（５）の上方に
配置されている、請求項１に記載の外部機能手段。
【請求項３】
　前記弁手段（２１）が、前記第１室（３）の上側または上部領域（１９）に配置されて
いる、請求項１または２に記載の外部機能手段。
【請求項４】
　前記弁手段（２１）が、前記空気分離器（１００）または前記空気分離室（１）の前記
第１室（３）の最高点または最高位置に配置される、請求項１～３のいずれか一項に記載
の外部機能手段。
【請求項５】
　前記第１室（３）の前記壁は、前記空気分離室（１）内を流れる流体の流動学的に最適
化された接触面積に相当するように丸い形状を有する、請求項１～４のいずれか一項に記
載の外部機能手段。
【請求項６】
　前記空気分離器（１００）または前記外部機能手段は、使用時に垂直位置に対して傾斜
される、請求項１～５のいずれか一項に記載の外部機能手段。
【請求項７】
　前記第１室（３）の前記壁は、前記外部機能手段の使用時に前記空気分離器（１００）
の傾斜に適合する、請求項１～６のいずれか一項に記載の外部機能手段。
【請求項８】
　前記流入路（９）が、当該空気分離器（１００）の下部領域または前記第１室（３）の
下部領域（１１）に配置されている、請求項１～７のいずれか一項に記載の外部機能手段
。
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【請求項９】
　前記流体の流入が、前記第１室（３）の少なくとも一側壁（１７、２７）に対して接線
方向に行われる、請求項１～８のいずれか一項に記載の外部機能手段。
【請求項１０】
　前記流体の流入が、水平位置に対して０度～１５度の角度で行われる、請求項１～９の
いずれか一項に記載の外部機能手段。
【請求項１１】
　前記流入路（９）の縦断面が、前記第１室（３）に向かう方向に拡張している、請求項
１～１０のいずれか一項に記載の外部機能手段。
【請求項１２】
　前記流入路（９）の断面のサイズが間断なく増大している、請求項１１に記載の外部機
能手段。
【請求項１３】
　前記流入路（９）の縦断面の拡張の角度が０度と１５度との間である、請求項１１また
は１２に記載の外部機能手段。
【請求項１４】
　前記接続開口（７）の流れの断面（Ｑ）が、前記第１室（３）の前記室断面（ＱＫ１）
および／または前記第２室（５）の前記室断面（ＱＫ２）より小さい、請求項１～１３の
いずれか一項に記載の外部機能手段。
【請求項１５】
　前記接続開口（７）が、当該空気分離器（１００）の使用時に前記第１室（３）および
／または前記第２室（５）の中心軸線に対して偏心に配置されている、請求項１～１４の
いずれか一項に記載の外部機能手段。
【請求項１６】
　前記空気分離器（１００）が被覆手段（２７）を備える、請求項１～１５のいずれか一
項に記載の外部機能手段。
【請求項１７】
　前記被覆手段（２７）が蓋である、請求項１６に記載の外部機能手段。
【請求項１８】
　前記被覆手段（２７）が膜である、請求項１６に記載の外部機能手段。
【請求項１９】
　前記被覆手段（２７）が、前記空気分離室（１）の側壁に設けられるか、前記空気分離
室（１）の側壁を形成する、請求項１６に記載の外部機能手段。
【請求項２０】
　前記弁手段（２１）が仮想弁として構成されている、請求項１～１９のいずれか一項に
記載の外部機能手段。
【請求項２１】
　当該空気分離器（１００）の室内部の条件および／または条件の変化を検出する少なく
とも１つの検出手段を備える、請求項１～２０のいずれか一項に記載の外部機能手段。
【請求項２２】
　前記流出路（２５）が、流動中断の場合に、前記流出路（２５）の下方に存在する空気
が前記第２室（５）および前記第１室（３）を介して当該空気分離器（１００）から放出
され得るように構成されている、請求項１～２１のいずれか一項に記載の外部機能手段。
【請求項２３】
　少なくとも１つの溶着された膜を備えた硬質の射出成形品として構成されている、請求
項１～２２のいずれか一項に記載の外部機能手段。
【請求項２４】
　前記空気分離器（１００）は、前記空気分離器（１００）の内壁および／または外壁の
凹部（１３３）、絞りを備える、請求項１～２３のいずれか一項に記載の外部機能手段。
【請求項２５】
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　前記凹部（１３３）は、空気分離器（１００）の剛性部分の周面の一区間または全周面
に存在する、請求項２４に記載の外部機能手段。
【請求項２６】
　前記血液カセット（１０００）の使用位置では、前記凹部（１３３）がほぼ水平方向に
配置される、請求項２４または２５に記載の外部機能手段。
【請求項２７】
　前記凹部（１３３）は、前記空気分離器（１００）の周面および／もしくは一区間の直
径または壁の変型に相当するか、それを備える、請求項２４～２６のいずれか一項に記載
の外部機能手段。
【請求項２８】
　前記空気分離器（１００）がハウジングを備える、請求項１～２７のいずれか一項に記
載の外部機能手段。
【請求項２９】
　前記空気分離器（１００）の前記ハウジングは、第１室と第２室に細分されたベース体
を有する、請求項２８に記載の外部機能手段。
【請求項３０】
　前記空気分離器（１００）のベース体は、前記外部機能手段の一部として構成される、
請求項２９に記載の外部機能手段。
【請求項３１】
　前記空気分離器（１００）は、被覆手段（２７）を備え、前記被覆手段（２７）は、別
個の構成要素として構成され、さらに／または、ベース体に留め付けられる、請求項２９
または３０に記載の外部機能手段。
【請求項３２】
　請求項１～３１のいずれか一項に記載の外部機能手段とを備える、血液回路。
【請求項３３】
　請求項１～３１のいずれか一項に記載の外部機能手段および／または請求項３２に記載
の少なくとも１つの血液回路を備える、治療装置。
【請求項３４】
　前記治療装置が、透析、血液透析、血液濾過、血液透析濾過を行う為の透析血液処理装
置として構成されている、請求項３３に記載の治療装置。
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